
 

平成２７年６月８日 

ユーカリが丘２丁目自治会 

 

 守って下さい！動物愛護に関する条例

先月もお願い致しました。猫の屋内飼養について未だ守られておりません。 

 

複数の方々から、猫が放し飼いされている。という苦情を頂いています。 

特に、庭に入ってきた猫の写真も頂いております。この猫については、他の方

も見かけているという情報も得ております。 

 

ご自分の猫と確認された方は直ちに、ご近所等にご迷惑をかけぬよう猫の管理

をお願い致します。 

 

可愛い猫たちのためにも、条例を守り、ご近所とのトラブルを避けて下さい。 

今後とも継続するようであれば、残念ながら厳しい対策を検討せざるを得ませ

ん。 

 

↓ Ｄブロックの方から頂いた庭に入ってきた猫の写真です。飼い主の方がど

なたかお知りになりたいというご要請もあり回覧いたします。 

 

回 覧 

 


